
愛 知 県 社 会 福 祉 大 会 社 会 福 祉 事 業 功 労 者 知 事 表 彰 要 綱 （ 抜 粋 ）  

 

  （ 趣 旨 ）  

第 １   こ の 表 彰 は 、 多 年 に わ た り 社 会 福 祉 の 推 進 に 尽 力 し 、 そ の 功 績 が 顕 著 な 者 を

  表 彰 し 、 そ の 功 労 に 報 い る と と も に 、 今 後 の 社 会 福 祉 事 業 の 進 展 に 寄 与 し よ う

  と す る も の で あ る 。  

  （ 表 彰 の 区 分 ）  

第 ２   表 彰 状 及 び 感 謝 状 と す る 。  

  （ 表 彰 基 準 ）  

第 ３   表 彰 状 の 表 彰 候 補 者 は 、 社 会 福 祉 の 増 進 に つ い て の 功 績 が 顕 著 で あ り 、 か つ 、  

  次 の (１ )(２ )の い ず れ か に 該 当 す る ５ ５ 歳 以 上 の 者 と す る 。 た だ し 、 過 去 に お

い て 社 会 福 祉 事 業 功 労 者 と し て 、 愛 知 県 社 会 福 祉 協 議 会 長 の 表 彰 状 又 は 愛 知 県

共 同 募 金 会 長 の 表 彰 状 を 受 け た 者 に 限 る 。  

  (１ ) 社 会 福 祉 施 設 ・ 団 体 の 役 職 員 で 、 そ の 在 職 期 間 が お お む ね ２ ０ 年 以 上 で あ

る 者 。  

  (２ ) そ の 他 （ 戦 傷 病 者 援 護 、 戦 没 者 等 遺 家 族 援 護 、 引 揚 者 更 生 援 護 、 各 種 ホ ー

ム ヘ ル パ ー な ど ） 社 会 福 祉 の 増 進 に 尽 力 し た 者 で 、 そ の 在 職 期 間 が お お む ね

２ ０ 年 以 上 で あ る 者 。  

２   感 謝 状 の 表 彰 候 補 者 は 、 社 会 福 祉 の 増 進 に つ い て 尽 力 し 、 次 の (１ )か ら (３ )の

い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。 た だ し 、 過 去 に お い て 社 会 福 祉 事 業 功 労 者 と し て

、 愛 知 県 社 会 福 祉 協 議 会 長 の 感 謝 状 又 は 愛 知 県 共 同 募 金 会 長 の 感 謝 状 を 受 け た 者

に 限 る 。  

  (１ ) 社 会 福 祉 施 設 ・ 団 体 の 役 職 員 で 、 そ の 在 職 期 間 が １ ０ 年 以 上 で あ る 者 。 た

だ し 、 過 去 に お い て 、 こ の 種 の 感 謝 状 を 受 け た 者 は 除 く 。  

 (２ ) 各 種 ホ ー ム ヘ ル パ ー で あ っ て 、 在 職 期 間 が １ ０ 年 以 上 で あ る 者 。 た だ し 、

過 去 に お い て 、 こ の 種 の 感 謝 状 を 受 け た 者 は 除 く 。  

  (３ ) そ の 他 （ 戦 傷 病 者 援 護 、 戦 没 者 等 遺 家 族 援 護 、 引 揚 者 更 生 援 護 、 ボ ラ ン テ

ィ ア な ど ） 社 会 福 祉 事 業 の 増 進 に 尽 力 し た 者 で 、 そ の 在 職 期 間 が お お む ね １

０ 年 以 上 で あ る 者 。 た だ し 、 過 去 に お い て 、 こ の 種 の 感 謝 状 を 受 け た 者 は 除

く 。  

３   過 去 に 、 次 の い ず れ か の 表 彰 又 は 褒 章 を 受 け た 者 は 、 同 じ 内 容 の 功 績 に お い て

 は 、 そ れ ぞ れ １ (１ )、 (２ )に 規 定 す る 表 彰 状 の 対 象 か ら 除 外 す る 。  

(１ ) 知 事 の 表 彰 状 を 受 け た 者  

 (２ ) 厚 生 （ 労 働 ） 大 臣 表 彰 （ 同 特 別 表 彰 を 含 む 。 ） を 受 け た 者  

(３ ) 褒 章 条 例 （ 明 治 １ ４ 年 太 政 官 布 告 第 ６ ３ 号 ） に よ る 藍 綬 褒 章 又 は 黄 綬 褒 章

を 受 け た 者  

４   被表 彰 者 は 、 市 町 村 長 か ら 、 推 薦 の あ っ た 者 の う ち か ら 選 考 す る 。 た だ し 、 知

事 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 直 接 選 考 す る こ と が で き る 。  

  （ 表 彰 の 場 所 ）  

第 ４   こ の 表 彰 は 、 愛 知 県 社 会 福 祉 大 会 で 行 う 。  



  （ 推 薦 の 要 領 ）  

第 ５   第 ３ の １ に 規 定 す る 表 彰 状 の 表 彰 候 補 者 を 推 薦 し よ う と す る と き は 、 次   

の 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。  

  (１ ) 第 ３ の １ (１ )、 (２ )に 該 当 す る 場 合 は 、 様 式 第 １ に よ る 推 薦 書  

  (２ ) 表 彰 候 補 者 の 身 元 保 証 書 （ 推 薦 者 発 行 ）  

２   第 ３ の ２ に 規 定 す る 感 謝 状 の 表 彰 候 補 者 を 推 薦 し よ う と す る と き は 、 次 の 書 類

を 提 出 す る も の と す る 。  

  (１ ) 第 ３ の ２ (１ )か ら (３ )に 該 当 す る 場 合 は 、 様 式 第 ３ に よ る 推 薦 書  

   


